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令和４年８月３日からの大雨による被災に 

関する診療報酬等の請求の取扱いについて 

 

 

 令和４年８月３日からの大雨による被災に関する診療報酬等の請求の事務に

ついては、下記のとおり取り扱うこととしたので、関係団体への周知を図るよ

うお願いしたい。 

 

記 

 

１ 令和４年７月診療等分に係る診療報酬等の請求について 

令和４年８月３日からの大雨により診療録及びレセプトコンピュータ等を

滅失、汚損又は棄損等した保険医療機関、保険薬局又は訪問看護ステーション

（以下「保険医療機関等」という。）における令和４年７月診療等分について

は、２により概算請求を行うことができるものとすること。 

上記以外の場合については、３により診療報酬等の請求を行うものとするこ

と。 

 

２ 概算請求を行う場合の取扱いについて 

（１） 概算による請求を選択する保険医療機関等については、やむを得ない

事情がある場合を除き、別紙の様式（届出書）により、各審査支払機関

（国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金）に届け出る

こと。この中で、当該保険医療機関等の令和４年７月の入院、外来別の

診療実日数を記入すること。 

    なお、届け出の期限については各審査支払機関に相談すること。 

（２） 診療報酬等の算出方法については原則として令和４年４月診療等分か

御中 



ら令和４年６月診療等分までの診療報酬等支払実績により（当該保険医

療機関等について特別な事情がある場合には、別途保険医療機関等と調

整をする。）、下記ア及びイにより算出し、それを合計して支払を行う

こととなる。 

なお、保険薬局及び訪問看護ステーションについては、外来分として

取り扱うものとする。 

 

ア 入院分 

 

令和４年４月～令和４年６月診療等分の 

入院分診療報酬等支払額      令和４年７月の入院診療 

91日           実日数 

 

 

イ 外来分 

 

令和４年４月～令和４年６月診療等分の 

外来分診療報酬等支払額      令和４年７月の外来診療 

74日              実日数 

 

 

（３） この方法の対象となる請求の範囲については、公費負担医療に係るも

のについても含まれること。 

（４） この方法による請求を選択した保険医療機関等については、この方法

による概算額をもって令和４年７月診療等分の診療報酬等支払額を確

定するものであること。 

 

３ 通常の方法による請求を行う場合の取扱いについて 

令和４年７月診療等分に係る診療報酬請求書等については、提出期限内の提

出が難しい場合は各審査支払機関に相談すること。 

また、提出期限に遅れたものについては、翌月以降に提出するものとするこ

と。 
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(別紙) 

 

 

令和４年８月３日からの大雨に 

による被災に関する概算による 

診療報酬請求に関する届出書 

(令和４年７月診療等分) 

 

保険医療機関コード・薬局コード・ステーションコード  

  

令和４年８月３日からの大雨による被災に関する概算による診療報酬の請求を行いたいので、 

次のように届け出ます。 

 

令和  年  月  日 

 保険医療機関等の 

 所在地 及び 名称 ： 

 

 

開設者名・事業者氏名 ：           

  

審 査 支 払 機 関  殿 

 

 

 

  

令和４年７月の診療実日数を記入すること。 

   

［入院・外来別診療実日数］ 

   (外来診療実日数)                      (入院診療実日数) 

       ７月分   日間            ７月分   日間                          

 

 

 


